
最近、「商品化権」という言葉をよく聞きます。「権」というのだから、特許権や商標権と同じ
ような権利じゃないの？　と思ってしまいますが、商品化権法などという法律は存在しません
し、そもそも、商品化権の保護対象がハッキリしません。今回はまず、商品化権が守ろうとす
る対象、およびその対象は何によって保護されるのかを考えてみましょう。
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な）�さて、突然だけど、チョッキーは指にちょっとしたケガをしたら、どうする？

チ）え？？　ケガ？？？　いきなり商品化権と関係ない質問だし……。
えーっとね。……そりゃ、ばんそうこうを貼るでしょ。

な）�そう、ケガを保護するにはばんそうこうを貼るよね。では、法律の話。「自然法
則を利用した技術的思想の創作」、つまり「発明」を守るには、どんな権利を使う？

チ）うーん、そりゃあ、特許権でショ！

な）�うん。「発明」を保護するためには、特許権を使うよね。じゃあ、「商品や役務に
使う標章」を守るためには、どんな権利を使うかな？

チ）商標権！

な）�だよね。「商品や役務に使う標章」は、特許権や意匠法では守れないからね。

な）�今回は、著作権が深く関わる「商品化権」について考えて
みるよ。チョッキーは子どものころ、「キャラクターグッ
ズ」を持っていたかな？

チ）�「とっとこハム太郎※1」の絵柄入りの筆箱を使っていたよ。
あと、お気に入りのＴシャツが「デジモン※2」だったなぁ。

な）�それぞれの世代で、子どものころ、思い入れのあるキャラ
クターグッズを持っていた人も多いと思うんだ。

チ）日本人はキャラクター好きだもんね。

１. 商品化権の保護対象は「顧客吸引力」

キャラクター
グッズ大好き！

※１）2000 ～ 2004年にテレビ放映され
たハムスターを主人公としたアニメ。

※２）1999 ～ 2000年にテレビ放映され
たアニメ。正式なタイトルは『デジモン
アドベンチャー』。アニメ版『時をかけ
る少女』『サマーウォーズ』監督の細田
守氏が手掛けた映画版『デジモンアドベ
ンチャー・ぼくらのウォーゲーム』は筆
者イチ押しの作品。

何でも完璧に答え
ちゃうヨ！

「商品化権」
とは？
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チ）それぞれの権利には、明確な保護対象があるってことだね！

な）�そのとおり。保護対象によって使う権利が違う。すなわち、ケガの種類によって、
それぞれ適したばんそうこうが違うということだね。では、ここで質問。商品化
権も当然、守るべき保護対象があるわけだけど、それは何でしょう？

チ）�うーん……。さっきの「デジモン」のＴシャツを思い出すと、ボクはデジモンの
絵柄が付いていたからそのＴシャツを買ったわけで……。つまり、「商品の魅
力」ってことかなぁ？

な）�うん！　イイ感じ。商品化権が保護する対象は、商品やサービスが顧客を引き付
ける魅力、つまり「顧客吸引力」なんだ。

２. 商品化権≠パブリシティ権

チ）�でも、「パブリシティ権」という言葉も聞いたことがあるよ。顧客吸引力は、そ
のパブリシティ権が守るものだよね？

な）�Good Question！　じゃあ、まずパブリシティ権を考えてみるよ。ちょうど今年、
最高裁判所でパブリシティ権に関する判決が出たので、一緒に確認してみよう。

チ）�ほら、ボクの言ったとおりだっ！　ということは、商品化権とはパブリシティ権
の別名なんだね。フッフッフ～！　分かっちゃえば簡単だね～♪

な）�コラコラ、また、チョッキーは早合点するぅ！

チ）�だって、この判例は、他人の持つ顧客吸引力を無断で利用したらパブリシティ権
侵害だって言っているんでしょ。パブリシティ権は商品化権と全く同じじゃん！

な）�じゃあ、質問。「デジモン」のＴシャツは、パブリシティ権で保護されるのかな？

チ）�ボクが「デジモン」のＴシャツを買ったのは、それに顧客吸引力があったからで
しょ。当然、パブリシティ権で保護されるんじゃないの？

な）�ブッブー。残念でした！　上の判決をよく読んでみて。「当該個人は、人格権に
由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される」っ
て書いてあるよね。つまり、パブリシティ権は、人の氏名や肖像など、人格権に
由来する権利なんだ。「デジモン」の絵柄に肖像権はないでしょ。

※３）「ピンク・レディー de ダイエット」
というタイトルでピンク・レディーの写
真が掲載された雑誌記事に対し、ピンク・
レディーがパブリシティ権を侵害してい
るとして訴えた事件。
この最高裁の判決では、肖像にはパブリ
シティ権があることを明確に述べなが
ら、「本件記事の内容は、ピンク・レディー
そのものを紹介するものではなく、前年
秋頃に流行していたピンク・レディーの
曲の振り付けを利用したダイエット法に
つき、その効果を見出しに掲げ、イラス
トと文字によって、これを解説するとと
もに、子供の頃にピンク・レディーの曲
の振り付けをまねていたタレントの思い
出等を紹介するというものである……

（中略）……被上告人が本件各写真を上
告人らに無断で本件雑誌に掲載する行為
は、専ら上告人らの肖像の有する顧客吸
引力の利用を目的とするものとはいえ
ず、不法行為法上違法であるということ
はできない」として、その訴えを退けた。

「ピンク・レディー事件※3」　最判　H24.２.２　平成21（受）2056号
　「人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖像等」という。）は、個人の人格の象徴であるから、
当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解
される……（中略）……肖像等を無断で使用する行為は、〔１〕肖像等それ自体を独立して
鑑賞の対象となる商品等として使用し、〔２〕商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等
に付し、〔３〕肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力
の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上
違法となると解するのが相当である。」

顧客吸引力
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チ）�うわっ。顧客吸引力があるのに、パブリシティ権で守れないの！？

な）�パブリシティ権は、自然人の人格権※4から派生した顧客吸引力にしか認められな
いんだよ。ここでもう一つの最高裁判決を確認しておこう。

�この判例は「対象が顧客吸引力を有するからといって、それを理由に直ちに何らか
の権利が発生するわけではない」と言っているんだ。だから、先の判例も一緒に考
えれば、パブリシティ権が認められるのは、自然人の顧客吸引力だけだということ。

チ）�パブリシティ権というばんそうこうは、顧客吸引力の半分しか覆わないんだね。

な）�ハハハ。まさにそういうこと。パブリシティ権では顧客吸引力を有するものすべ
てをカバーし切れない、ということができるね。

チ）�じゃあ、残りの顧客吸引力はどうやって保護したらいいの？

な）�次の問題は、それだね。

３. 商品化権＝パブリシティ権＋著作権＋商標権＋……

な）�まずは、チョッキー。芸能人やスポーツ選手といった人物以外で、顧客吸引力を
有するものを思いつくまま挙げてみてくれる？

チ）�うーん……。ローソンの「ウチカフェロールケーキ」とか、ミニストップの「ハ
ロハロ」とか……。

な）�……食べ物ばっかりだね（苦笑）。それ以外で何かない？

チ）�ムッ！　そうだナ～。マンガやアニメのキャラクターには顧客吸引力があるよね。
他には、「シャネル」「エルメス」などのブランドね。東京スカイツリーや東京タワー
などの建物とか、ポルシェやフェラーリの自動車なども顧客吸引力を持つかな。

な）�うん、そういった社会全体に顧客吸引力があるものもあるね。あとは、特定のファ
ン層に対して顧客吸引力を発揮するというのもあるでしょ？

チ）例えば、どんなもの？

な）�鉄ちゃん※6なら列車のヘッドマークの図案が付いた文房具などに惹かれるだろう
し、阪神タイガースファンは、虎マーク図案入りの商品をそろえたりするでしょ？

食べ物以外だっ
て思いつくよ！
もうっ。

※４）人格権の法源は、憲法13条の「幸
福追求権」である。この幸福追求権から
は、プライバシーの権利も生まれるので、
プライバシー権とパブリシティ権は双子
の権利といえる。

※５）実在の競馬馬を登場させたゲーム
ソフトについて、無断で「トウカイテイ
オー」などの競走馬の馬名等を使用する
ことは、不法行為に該当するとして同
ゲームソフトを製造販売した業者を馬主
が訴えた事件。
前審の名古屋高裁の判決では、Ｇ１出走
馬に関して一定の顧客吸引力があるとし
て不法行為による損害賠償を認めてい
た。しかしながら、右のとおり同最高裁
判決は、名古屋高裁の判決を覆した。

※６）鉄道マニアのこと。ひと言で鉄道
マニアといっても、路線の乗りつぶしを
趣味にする「乗り鉄」、鉄道の写真を趣
味とする「撮り鉄」などさまざまなマニ
アがいる。「○○さんは鉄分が濃い」な
どという表現をする。

「ギャロップレーサー事件※5」　最判　H16.２.13　平成13（受）867号
　「競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様
である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使
用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行
為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっていると
はいえない現時点において、これを肯定することはできないものというべきである。」
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チ）�ナルホド、確かに！　こうやって改めて考えてみると、顧客吸引力を有するもの
は、その由来もいろいろだね。それに名称や図形、立体的な形だったり、共通す
るものがないね。

な）�実に多様でしょ？　「顧客吸引力を有するもの」ということが唯一の共通点だけど、
そこから直接に導かれる広義のパブリシティ権※7、つまり人格権という制限のな
いパブリシティ権が判例で否定されてしまったのだから保護するのが大変なんだ。

チ）�もし、最高裁判所が認めてくれたら、ボクが言ったように「商品化権＝パブリシ
ティ権」だったのにね。とっても残念！

な）�ハハハ。だから、顧客吸引力を守るためにはそれぞれの対象に合わせていろいろ
な権利を使っていくしかないということなんだ。つまり、商品化権とは、パブリシ
ティ権の他、著作権、商標権、意匠権、不正競争防止法などを組み合わせた権利
ということができるんだよ。さっきのばんそうこうの図でいえば、次のような感じ。

チ）キャハハハ。使い勝手の悪そうなばんそうこうだな～。

な）�さっきチョッキーが挙げてくれた顧客吸引力を有する対象を次の５つに分類し
て、次回からそれぞれについて保護の方法を考えていくよ。

チ）オー、頑張るゾー！

Illustrated by K. Sasaki
URL ：http://www.ks-df.com/
E-mail ：ksdesign55@hotmail.co.jp

筆者：中川裕幸
中川国際特許事務所 所長・弁理士
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 3-7-8
ランディック第２虎ノ門ビル５階
Tel：03-5472-2900

※７）自然人の人格権に基づくパブリシ
ティ権に対して、人格権に基づかないパ
ブリシティ権を「モノのパブリシティ権」
と呼び、または省略して「モノパブ」と
呼ぶこともある。
前述の「ギャロップレーサー事件」の最
高裁判決によって、「モノのパブリシティ
権」の主張は難しくなった。もっとも、
仮にそれが認められていたとしても、あ
る人にとっては、河原のきれいな小石も
魅力的なわけで、今度は「顧客吸引力」
とは何かが争われることになったと思わ
れる。例えば、筆者は飛行機のプラモデ
ルを集めているが、ウチの奥さんにとっ
てはゴミ以外の何物でもないであろう。

※解答は p.63

ボクはなると
思うけどな
～。どっち？今月のクイズです。

アニメのタイトル「機動戦士ガンダ
ム」は著作物であるアニメ作品の一
部であるから、他人が「機動戦士ガ
ンダム」という同じタイトルで、全
く別の作品を作ることも著作権侵害
となる。

次回は、
コンテンツキャラクターとマスコットキャラクターについて説明します。

次回も一緒に頑張
りましょう！

顧客吸引力のある対象（自然人以外）
（１）コンテンツキャラクター：�マンガやアニメなどのコンテンツから派生したキャラクター

の絵柄、名前
（２）マスコットキャラクター：�ゆるキャラなど地方自治体・企業のマスコットキャラクター

の絵柄、名前
（３）ブランドマーク　　　　：ブランド品、企業、スポーツ団体などの名称やマーク
（４）人気のある工業製品　　：高級スポーツカー、鉄道車両などの工業製品
（５）ランドマーク建築物　　：東京タワー、東京スカイツリーなどの建築物


